
世田谷区放課後等デイサービス等
負担軽減補助の実施について

世田谷区障害保健福祉課



１、目的と概要

障害のある子どもを持つ家庭の負担及び上限額の格差を軽減し、
子どもの発達状況等に応じた療育を適切に利用できるようにするた
め、一般１及び一般２の利用者負担上限月額を区独自に現行の１／
２に引き下げる。国の利用者負担上限月額との差額については区が
負担する。

所得区分 内容
国が定める利用者

負担上限月額

新たな区独自

上限額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 ０円

低所得１

保護者の方の収入が８０万

円以下の区民税非課税世

帯

０円 ０円

低所得２
低所得１以外の区民税非課

税世帯
０円 ０円

一般１
区民税所得割額２８万円未

満の区民税課税世帯
４，６００円 ２，３００円

一般２ 上記以外の方 ３７，２００円 １８，６００円

※月額利用者負担が、区独自上限額未満の場合は、区負担は
生じず、これまで通りの対応となる。



２，対象サービス

放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

３，対象となる児童

世田谷区在住で上記サービスを利用する６～１８歳の児童

※１８歳以上を超えて、引き続き、放課後等デイサービスを受けなけ
ればその福祉を損なうおそれがあると認める場合、満２０歳に達す
るまでの方を含む

４，実施時期

令和８年７月から



５、補助スキーム

東京都の児童発達支援無償化スキームを活用。利用者は、区の負担
軽減後の利用料を事業者に支払い、事業者はその差額分も含めて（国
保連請求項目：自治体助成分請求額に金額を入力することで反映）、
国保連に請求して、区から支払いを行う。

事業所

世田谷区利用者

①

②

③

④

⑤

⑥

①利用者→区 支給申請及び助成申請
②区→利用者 支給決定及び受給者証発行
③事業所→利用者 利用料（区独自上限額に基づく）を請求
④利用者→事業所 利用料（区独自上限額）を支払い
⑤事業所→区 給付費（区負担分含む）を国保連を通し請求
⑥区→事業所 給付費（区負担分含む）を国保連を通し支払い

例：一般２で月額利
用料が30,000円の

場合

利用者
区上限額の18,600
円を支払い

事業所
利用料30,000円のうち、
区負担分11,400円を含む

給付費を国保連を通して
区に請求
区

区負担分を含む給付費
を国保連を通して支払い



６、対象者の確認について
受給者証の特記事項欄に「世田谷区独自減免対象」と印字。

令和８年７月を目途に、対象利用者へ印字した受給者証を再発行し、
６月２６日発送予定。利用者へは、再発行した受給者証が届いたら、
事業所へ見せるように周知実施。

世田谷区独自減免対象



７，国保連への請求について

年8 7

助成自治体番号 1 3 1 1 2

障害児通所給付費明細書

都道府県等番号 1 3 1 1 2 月分1

1

請
求
事
業
者

指定事業所番号

あ

0受 給 者 証 番 号 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

給付 決 定保 護者
世田谷　花子

氏 名

給 付 決 定 に 係 る
世田谷　太郎

障 が い 児 氏 名

利用者負担上限月額　① 3 7

管理結果額 3 000 0

2

0

年

0 0 0 10

終了年月日サービス
種別

開始年月日

開始年月日

利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号 0 0

事業所名称 あ

管理結果 3 0 0

入院日数月 日 利用日数

月月 日 終了年月日

年月 日

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 摘要

日 利用日数 入院日数

合計
日サービス利用日数 日

請
求
額
集
計
欄

サービス種類コード 6 3

日 日

給付単位数

単位数単価 円/単位 円/単位 円/単位

0

円/単位

0

総費用額 3 0 0 0 0

3 0 0 0

3 0 0 0 0

上限月額調整(①②の内少ない数) 3 0 0 0 0

調整後利用者負担額

上限額管理後利用者負担額 3 0 0 0 0

決定利用者負担額 3 0 0 0 0

請求額
給付費 2 7 0 0 0 0

特別対策費

自治体助成分請求額 1 1 4 0 0

特定障害者特別給付費
算定日額 日数 給付費請求額 実費算定額

枚中

１割相当額

利用者負担額②

枚目

年

事業者及び
その事業所
の名称

地域区分

年

記載例

１，青枠の利用者負担上限月額には国の
上限額を記入

２，緑枠部分は、通常通り入力

国の負担額は変わらないため、ここの
項目には区の独自利用者負担額を記入
しないようにする。

３，新たに赤枠部分を入力
自治体助成分請求額
＝決定利用者負担額－区独自上限額

３０，０００円（決定利用者負担額）－１８，
６００円（区独自上限額）＝１１，４００円を
記入。
※都児童発達支援の0～2歳児無償化とは記載
が異なるため、注意が必要

※決定利用者負担額が区独自上限額未満の場
合には、記載不要。



８，上限額管理について
（１）複数の事業所を利用している場合
（例）

利用者 事業所 国の負担上限額 区の独自減免後

世田谷
太郎

Ａ 4,600円 2,300円

Ｂ 4,600円 2,300円

Ｃ 4,600円 2,300円

⇒上記の例では、３事業所利用の負担合計額が区の独自上限額で
ある「４，６００円」を超えないよう上限額管理を行っていただきます。

総費用額
利用者負
担額

管理後利用
者負担額

区独自減免後利
用者負担額

区負担額

A事業所 80,000 8,000 4,600 2,300 2,300

B事業所 50,000 5,000 0 0 0

C事業所 20,000 2,000 0 0 0

（管理後の利用者負担額の例①）

⇒上記の例では、赤枠の額を利用者へ請求し、国保連への請求の
際には、黄色枠の区負担額欄の金額を自治体助成分請求額欄に記
載していただくことになります。



（管理後の利用者負担額の例②）

総費用額
利用者負
担額

管理後利用
者負担額

区独自減免後利
用者負担額

区負担額

A事業所 150,000 15,000 15,000 15,000 0

B事業所 90,000 9,000 9,000 3,600 5,400

C事業所 30,000 3,000 3,000 0 3,000

⇒上記の例では、赤枠の額を利用者へ請求し、国保連への請求の
際には、黄色枠の区負担額欄の金額を自治体助成分請求額欄に記
載していただくことになります。

（管理後の利用者負担額の例③）

総費用額
利用者負
担額

管理後利用
者負担額

区独自減免後利
用者負担額

区負担額

A事業所 100,000 10,000 10,000 なし 0

B事業所 50,000 5,000 5,000 なし 0

C事業所 30,000 3,000 3,000 なし 0

⇒上記の例では、３事業所合計の利用者負担額が18,000円となり、
区上限額未満のため、これまでと同様の請求となります。
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